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（令和元年６月３日） 
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報告第５号 

 

専決処分報告について 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処

分したから、同条第３項の規定により、議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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専決第５号 

 

柏原市市税条例等の一部改正について 

 

 柏原市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成３１年３月２９日専決 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第１２号 

 

   柏原市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （柏原市市税条例の一部改正） 

第１条 柏原市市税条例（平成２年柏原市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

  第２２条第１項中「においては、法第３１４条の７第１項」を「には、同

項」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「同条第２項に規定する特例控除対

象寄附金」に改め、同条第２項中「特別控除額」を「特例控除額」に、「第   ３

１４条の７第２項」を「第３１４条の７第１１項」に改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、「附

則第５条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同

条第７項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用

が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

  附則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第

１１項第２号」に改める。 

  附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、

同条第１項中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号に

掲げる寄附金」を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」

に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の

長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長（次項及び第３項に

おいて「都道府県知事等」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「地

方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

  附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」

に、「においては」を「には」に改める。 

  附則第２０条の２第５項中「附則第１５条第３２項第１号」を「附則第  

１５条第３３項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第３２項第２

号」を「附則第１５条第３３項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５

条第３２項第３号」を「附則第１５条第３３項第３号」に改め、同条第８項
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中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同条第９

項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に改め、同条第

１０項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４５項」に改め、同

条第１１項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４７項」に改め

る。 

  附則第２０条の３第６項中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第  

１９項」に改め、同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」を「附則第

１２条第２３項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則

第１２条第２４項」に改め、同条第８項第５号中「附則第１２条第２９項」

を「附則第１２条第３１項」に改め、同条第１０項第５号中「附則第１２条

第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同条第１１項中「附則第   

１２条第１７項」を「附則第１２条第１９項」に改める。 

  附則第２４条第３項の表以外の部分中「第４号」を「第５号」に改め、同

項の表第１項中表以外の部分の項中「第４号」を「第５号」に改める。 

  附則第３０条第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１

日までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の

指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた

法附則第３０条第１項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条

第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番

号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度

以後の年度分」を「平成３１年度分」に改め、同条第２項から第４項までを

削り、同条第５項中「附則第３０条第６項」を「附則第３０条第２項第１号

及び第２号」に、「第２項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円 

６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

  附則第３０条第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第３０条第７

項」を「附則第３０条第３項第１号及び第２号」に改め、「以上の軽自動車」
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の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及

び次項において同じ。）」を加え、「第３項の表」を「次の表」に改め、同項に

次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円 

６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

  附則第３０条第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第３０条第８

項」を「附則第３０条第４項第１号及び第２号」に、「第４項の表」を「次の

表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円 

６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

  附則第３０条第７項を同条第４項とする。 

  附則第３０条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

  附則第３９条中「第１７項、第２０項、第２１項、第２３項、第３１項、

第３９項又は第４２項」を「第１８項、第２１項、第２２項、第２４項、第    

３２項、第４０項又は第４３項」に改める。 

 （柏原市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 柏原市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年柏原市条例第 

１７号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の２のうち、柏原市市税条例附則第２９条の次に５条を加える改正

規定（同条例附則第２９条の６第２項に係る部分に限る。）中「については」

の次に「、当分の間」を加え、同条例附則第３０条第１項の改正規定中「初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を「最初の法第   

４４４条第３項に規定する」を「平成１８年３月３１日までに初めて道路運
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送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項

までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則第３０条第１項」

を「法附則第３０条」に、「平成３１年度分」を「当該軽自動車が最初の法第  

４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を

経過した月の属する年度以後の年度分」に改め、同条第２項から第７項まで

を削る改正規定中「第７項」を「第４項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条中柏

原市市税条例第２２条の改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９条及び

第９条の２の改正規定並びに次条第２項から第４項までの規定は、平成３１

年６月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の柏原市市

税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、平

成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２２条並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成３２

年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第２２条第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、平成 

３２年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２２条 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１

項第１号に掲げる寄附金（平成３

１年６月１日前に支出したものに

限る。） 

附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 

 

特例控除対象寄附金又は法第３１

４条の７第１項第１号に 
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  掲げる寄附金（平成３１年６月１

日前に支出したものに限る。） 

 送付 送付又は柏原市市税条例等の一部

を改正する条例（平成 ３１年柏

原市条例第１２号）附則第２条第

４項の規定によりなお従前の例に

よることとされる同条例第１条の

規定による改正前の柏原市市税条

例附則第９条第３項の規定による

同条第１項に規定する申告特例通

知書の送付 

４ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税

義務者が平成３１年６月１日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法

律（平成３１年法律第２号。以下この項において「改正法」という。）第１条

の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の

７第２項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の

納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定による改正前の地方税法

第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金については、なお従前の例によ

る。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動

車税について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従

前の例による。 
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報告第６号 

 

専決処分報告について 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処

分したから、同条第３項の規定により、議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 専決第６号  平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第１２号） 
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専決第６号

平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第１２号）

　平成３０年度柏原市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３３４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２６，９３５，３２２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

平成３１年３月２９日専決
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　　入

9 地 方 交 付 税 4,856,943 30,911 4,887,854

1 地 方 交 付 税 4,856,943 30,911 4,887,854

14 府 支 出 金 1,824,018 15,700 1,839,718

2 府 補 助 金 408,168 15,700 423,868

15 財 産 収 入 27,013 △ 32 26,981

1 財 産 運 用 収 入 23,012 △ 32 22,980

17 繰 入 金 296,528 42,457 338,985

1 基 金 繰 入 金 296,528 42,457 338,985

18 諸 収 入 1,443,464 △ 89,370 1,354,094

3 貸 付 金 元 利 収 入 1,015,871 188 1,016,059

5 雑 入 403,325 △ 89,558 313,767

26,935,656 △ 334 26,935,322歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位　千円）

款 項 計
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歳　　出

4 衛 生 費 2,224,525 29 2,224,554

2 清 掃 費 992,788 29 992,817

9 教 育 費 3,532,822 △ 363 3,532,459

1 教 育 総 務 費 634,603 △ 363 634,240

26,935,656 △ 334 26,935,322歳　　出　　合　　計

（単位　千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第１２号）説明書
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歳　　入

金　額

9 地方交付税 4,856,943 30,911 4,887,854

1 地方交付税 4,856,943 30,911 4,887,854

1 地方交付税 4,856,943 30,911 4,887,854

1 地方交付税 30,911 特別交付税

金　額

14 府支出金 1,824,018 15,700 1,839,718

2 府補助金 408,168 15,700 423,868

1 総務費府補 6,000 15,700 21,700

助金 1 総務管理費補助金 15,700 振興補助金

説　　　　　明
区　　分

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

　　（項）１　地方交付税

（款）９　地方交付税

歳入歳出補正予算事項別明細書

（単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

（款）１４　府支出金

　　（項）２　府補助金 （単位　千円）
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金　額

15 財産収入 27,013 △ 32 26,981

1 財産運用収 23,012 △ 32 22,980

入

2 利子及び配 3,774 △ 32 3,742

当金 1 利子及び配当金 △ 32 奨学基金

金　額

17 繰入金 296,528 42,457 338,985

1 基金繰入金 296,528 42,457 338,985

1 基金繰入金 296,528 42,457 338,985

1 繰入金 42,457 ふるさと基金繰入金

区　　分

（款）１７　繰入金

　　（項）１　基金繰入金 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

（款）１５　財産収入

　　（項）１　財産運用収入 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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金　額

18 諸収入 1,443,464 △ 89,370 1,354,094

3 貸付金元利 1,015,871 188 1,016,059

収入

2 奨学金貸付 1,866 188 2,054

金元金収入 1 奨学金貸付金元金 188 奨学金貸付金返還金

収入

金　額

5 雑入 403,325 △ 89,558 313,767

2 雑入 402,775 △ 89,558 313,217

1 雑入 △ 89,558 その他雑入

区　　分

　　（項）５　雑入 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

（款）１８　諸収入

　　（項）３　貸付金元利収入 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

4 衛生費 2,224,525 29 2,224,554 29

2 清掃費 992,788 29 992,817 29

1 清掃総務費 672,368 29 672,397 29

19 負担金、補 29 6 柏羽藤環境事業組合負担金

助及び交付

金

（款）４　衛生費

　　（項）２　清掃費

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額
節

計
補正額の財源内訳

（単位　千円）
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特定財源 一般財源 金　額

9 教育費 3,532,822 △ 363 3,532,459 156 △ 519

1 教育総務費 634,603 △ 363 634,240 156 △ 519

3 奨学基金費 2,001 156 2,157 その他

156 21 貸付金 △ 100 1 奨学基金貸付事業

25 積立金 256 　　奨学金貸付金 △ 100

2 基金

　　奨学基金積立金 256

4 学校給食費 325,103 △ 519 324,584 △ 519 19 負担金、補 △ 519 1 藤柏学校給食組合負担金

助及び交付

金

説　　　　　明
区　　分

（款）９　教育費

　　（項）１　教育総務費 （単位　千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節
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報告第７号 

 

専決処分報告について 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処

分したから、同条第３項の規定により、議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

 専決第７号  令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補

正予算（第１号） 
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柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７，３２８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

令和元年５月３１日専決

専決第７号

　（歳入歳出予算の補正）

　８，５１５，３６６千円とする。

令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）

第１条　　

　令和元年度柏原市の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

19



第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

5 諸 収 入 7,510 27,328 34,838

3 雑 入 7,505 27,328 34,833

8,488,038 27,328 8,515,366

6 諸 支 出 金 5,855 27,328 33,183

2 前年度繰上充用金 0 27,328 27,328

8,488,038 27,328 8,515,366歳　　出　　合　　計

（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

　２　歳　　出

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入
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令和元年度柏原市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）説明書

21



歳　　入

金　額

5 諸収入 7,510 27,328 34,838

3 雑入 7,505 27,328 34,833

6 雑入 195 27,328 27,523

1 雑入 27,328 その他雑入

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）５　諸収入

　　（項）３　雑入 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

6 諸支出金 5,855 27,328 33,183 27,328

2 前年度繰上 0 27,328 27,328 27,328

充用金

1 前年度繰上 0 27,328 27,328 27,328

充用金 22 補償、補填 27,328 1 前年度繰上充用金

及び賠償金

（単位：千円）

（款）６　諸支出金

　　（項）２　前年度繰上充用金

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額 計
補正額の財源内訳 節
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報告第８号 

 

平成３０年度柏原市一般会計予算の繰越明許費繰越計算報告について 

 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、平成３０年度柏原市一般

会計予算繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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事　業　名 金　額

国庫支出金 府支出金 地方債

2 総務費 1 総務管理費
システム改良改修業
務

3,240,000 3,240,000 3,240,000

3 民生費 2 児童福祉費
保育システム改修業
務

1,858,000 1,858,000 1,858,000

4 衛生費 1 保健衛生費
風しんクーポン券印
刷封入封緘業務

900,000 900,000 900,000

5 農林水産業費 1 農業費
産地パワーアップ事
業

4,695,000 4,695,000 4,695,000

7 土木費 2
道路橋りょう
費

上市法善寺線道路整
備事業

35,570,000 35,570,000 12,149,000 9,800,000 13,621,000

8 消防費 1 消防費 消防団設備整備事業 1,361,000 1,361,000 453,000 908,000

9 教育費 2 小学校費
小学校空調設備設置
事業

807,826,000 807,826,000 51,026,000 755,200,000 1,600,000

13 災害復旧費 1
農林水産業施
設災害復旧費

被災農業者向け経営
体育成支援事業

2,630,000 2,630,000 1,973,000 657,000

4
教育施設災害
復旧費

中学校災害復旧事業 118,256,000 118,256,000 49,356,000 67,900,000 1,000,000

5
その他施設災
害復旧費

コミュニティ会館災
害復旧事業

700,000 700,000 700,000

977,036,000 977,036,000 112,984,000 6,668,000 832,900,000 24,484,000合　　　　　計

平成３０年度　柏原市一般会計予算繰越明許費繰越計算書

（単位：円）

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳

款 項 既 収 入
特定財源

未収入特定財源
一般財源
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報告第９号 

 

   平成３０年度柏原市水道事業会計予算の繰越しについて 

 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、水道事業会計予算の繰越額の

使用に関する計画について報告があったので、別紙のとおり報告する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

1 資本的支出 1 建設改良費
配水施設改良
事業

142,445,000 103,775,090 6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 32,669,910
事業の遅延
による

平成３０年度　柏原市水道事業会計予算繰越計算書

国庫補助金 出資金 企業債 負担金
損益勘定
留保資金

左　の　財　源　内　訳

説　明不用額

（単位：円）

款 項 事業名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額
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報告第１０号 

 

   平成３０年度柏原市下水道事業会計予算の繰越しについて 

 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、下水道事業会計予算の繰越額

の使用に関する計画について報告があったので、別紙のとおり報告する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

1 資本的支出 1 建設改良費 管渠整備事業 622,173,000 391,467,814 19,000,000 4,000,000 0 0 15,000,000 211,705,186
事業の遅延
による

国庫補助金 出資金 企業債
損益勘定
留保資金

不用額

平成３０年度　柏原市下水道事業会計予算繰越計算書

（単位：円）

款 項 事業名 説　明予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左　の　財　源　内　訳
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議案第２９号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 次の者を本市人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を求める。 

 

令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   

 

記 

 

住  所 

 

氏  名 

 

生年月日 

 

職  業 
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議案第３０号 

 

   柏原市市税条例等の一部改正について 

 

 柏原市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （柏原市市税条例の一部改正） 

第１条 柏原市市税条例（平成２年柏原市条例第５号）の一部を次のように改

正する。 

  第２５条中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７項と

し、第５項の次に次の１項を加える。 

 ６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得

税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有す

るものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１項各

号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定め

る記載によることができる。 

  第２６条の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、第３号を第４号

とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

  第２６条の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に

改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年

金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控

除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加

え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第１項に規定する」に、「同項に

規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、第３号を第４号とし、第２

号の次に次の１号を加える。 

  (3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 

  第２６条の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６第２

項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の６第
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６項」に改める。 

  第２７条第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を「同条第

８項」に、「第８項」を「第９項」に、「においては」を「には」に改める。 

  第８８条の２中「もの」の次に「その他これに類するもの」を加える。 

  附則第２９条の２に次の３項を加える。 

 ２ 大阪府知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収について、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若しくは第

２項（これらの規定を同条第４項において準用する場合を含む。）の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土

交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定する国土交通大臣の

認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ３ 大阪府知事は、当分の間、第１項の規定により賦課徴収を行う軽自動車

税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附

則第２９条の４の規定により読み替えられた第８８条の６第１項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）後において知っ

た場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必要な

情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）により

国土交通大臣の認定等を受けたことを理由として国土交通大臣が当該国土

交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請を

した者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車につい

て法附則第２９条の１１の規定によりその例によることとされた法第  

１６１条第１項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能

割の額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算し

た金額を加算した金額とする。 

  附則第２９条の２を附則第２９条の２の２とし、附則第２９条の次に次の

１条を加える。 
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 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第２９条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準用する場

合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この

条において同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年

１０月１日から令和２年９月３０日までの間（附則第２９条の６第３項に

おいて「特定期間」という。）に行われたときに限り、第８７条第１項の規

定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  附則第２９条の２の２の次に次の１条を加える。 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税の特例） 

 第２９条の２の３ 市長は、当分の間、第８８条の２の規定にかかわらず、

大阪府知事が自動車税の環境性能割を課税免除する自動車に相当するもの

として市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税を課さな

い。 

  附則第２９条の３及び附則第２９条の４中「府知事」を「大阪府知事」に

改める。 

  附則第２９条の６に次の１項を加える。 

 ３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第８８条の４

（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用については、当該軽自

動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「１００分

の２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

  附則第３０条第１項中「附則第３０条」を「附則第３０条第１項」に改め、

「指定」の次に「（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）」を加え、同条に次の３項を加える。 

 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に

対する第８９条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句
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とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第

３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリ

ン軽自動車」という。）のうち三輪以上のものに対する第８９条の規定の適

用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の

軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のう

ち三輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第 

８９条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 
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第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 

  附則第３０条の次に次の１条を加える。 

  （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

 第３０条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収について、三輪以上

の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用を受ける三輪以上の

軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等

（法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があること

を第９０条第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国

土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を受けたことを理由とし

て国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるもの

であるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車

税の種別割に関する規定（第９２条及び第９３条の規定を除く。）を適用す

る。 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の

額は、同項の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

第２条 柏原市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第８８条の８第１項中「減免する」を「減免することができる」に改める。 

  第９４条第１項に次の１号を加える。 

  (3) 震災、風水害、火災その他の災害により廃車した軽自動車等 
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  第９５条第１項各号列記以外の部分中「減免する」を「減免することがで

きる」に改め、同項第１号を次のように改める。 

  (1) 身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難

な者（以下「身体障害者等」という。）が所有する軽自動車等（身体障害

者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障

害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする

者又は当該身体障害者等のために当該身体障害者等を常時介護する者が

運転するもの（１台に限る。） 

  第９５条第２項各号列記以外の部分中「身体障害者」を「身体障害者等」

に改め、「（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）」を削る。 

第３条 柏原市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１３条第１項第２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に

改める。 

  附則第３０条第１項中「第４項」を「第５項」に改め、同条に次の１項を

加える。 

 ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車の

うち、自家用の乗用のものに対する第８９条の規定の適用については、当

該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  附則第３０条の２第１項中「第４項」を「第５項」に改める。 

第４条 柏原市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年柏原市条例第 

１８号）の一部を次のように改正する。 

  第１条のうち、柏原市市税条例第４２条第１項の改正規定中「及び第１１

項」を「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定中

「３項」を「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分に限る。）

中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「その他施行規則で定める方法」
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を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中「申告は、」の次

に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加える。 

 １３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由によ

り地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認め

られる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出するこ

とができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申

告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定

する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、適用しない。

法人税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務

署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は

当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める

書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して

当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定す

る期間内に行う同項の申告についても、同様とする。 

 １４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用

を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けよう

とする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定

める書類を添付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、これを市長

に提出しなければならない。 

 １５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告につ

き第１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨そ

の他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければなら

ない。 

 １６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１

条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの

処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１３項前段の期間内に行

う第１０項の申告については、第１３項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限

りでない。 

 １７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第１５項の
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届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第 

８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）の処分があったと

きは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第１３項後

段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３項後段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出

したときは、この限りでない。 

  附則第１条第５号中「３項を」を「８項を」に改める。 

  附則第２条第３項中「第１２項」を「第１７項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中柏原市市税条例第２５条中第８項を第９項とし、第７項を第８

項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定並びに

第２６条の２、第２６条の３及び第２７条第１項の改正規定並びに附則第

２条の規定 令和２年１月１日 

 (2) 第２条及び附則第５条の規定 令和２年４月１日 

 (3) 第３条中柏原市市税条例第１３条の改正規定及び附則第３条の規定   

令和３年１月１日 

 (4) 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第６条の規定 令和

３年４月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の柏原市市税条例（次項及び第

３項において「新条例」という。）第２５条第６項の規定は、同号に掲げる規

定の施行の日以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を

提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日

以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第２６条の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、附則第

１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき柏原市市税条例
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第２５条第１項に規定する給与について提出する新条例第２６条の２第１項

及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第２６条の３第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施

行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１

年法律第６号）第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第  

３３号。以下この項において「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項

に規定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるも

のを除く。）について提出する新条例第２６条の３第１項に規定する申告書に

ついて適用する。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の柏原市市税条例第１３

条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の柏原市市税条

例（以下「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に

関する部分は、この条例の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第５条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の柏原市市税条例の規定

は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元

年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

第６条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の柏原市市税条例の規定

は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２

年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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議案第３１号 

 

   柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 

 柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年柏原市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「同法施行令」を「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令」に改

める。 

 第２条各号列記以外の部分中「それぞれ」を削り、「掲げるところ」を「定め

るところ」に改める。 

 第５条中「関し」を「ついて」に改める。 

 第７条各号列記以外の部分中「弔慰金」を「災害弔慰金」に改め、「の各号」

を削る。 

 第８条第２項中「関し」を「ついて」に改める。 

 第１３条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り、同項第２号エ中「若

しくは」を「又は」に改める。 

 第１４条の見出し中「利率」を「利率等」に改め、同条中「３パーセント」

を「１パーセント（保証人を立てた場合にあっては無利子）」に改め、同条に次

の１項を加える。 

２ 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担 

 するものとし、その保証債務は令第９条の違約金を包含するものとする。 

 第１５条中第１項及び第２項を削り、第３項中「償還免除」を「償還方法、

償還免除」に改め、「、保証人」を削り、「法第１３条第１項及び令第８条から

第１２条まで」を「法第１３条第１項並びに令第７条第３項、第４項及び第８

条から第１１条まで」に改め、同項を同条とする。 

 第１６条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「関し」を「ついて」に改め

る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の柏原市災害弔慰

金の支給等に関する条例第１４条及び第１５条の規定は、平成３１年４月１日
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以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸

付けについて適用する。 
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議案第３２号 

 

   柏原市介護保険条例の一部改正について 

 

 柏原市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市介護保険条例（平成１２年柏原市条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中   

「３４，５９９円」を「２８，８３２円」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る 

 保険料率は、同号の規定にかかわらず、４８，０５４円とする。 

４ 第１項第４号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る 

 保険料率は、同号の規定にかかわらず、５５，７４２円とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の柏原市介護保険条例第４条の規定は平成３１年度

以後の年度分の保険料について適用し、平成３０年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第３３号 

 

   柏原市消費生活センター条例の一部改正について 

 

 柏原市消費生活センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市消費生活センター条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市消費生活センター条例（平成２９年柏原市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第２号中「柏原市安堂町１番４３号」を「柏原市堂島町１番２２号」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和元年７月１日から施行する。 
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議案第３４号 

 

   柏原市自転車駐車場条例の一部改正について 

 

 柏原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市自転車駐車場条例（平成５年柏原市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

 第５条第１号中「使用許可」を「使用」に改め、同条中第２号を削り、第３

号を第２号とし、同条第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同条第

３号とする。 

 第７条中「指定管理者の」を「規則で定めるところにより、指定管理者に申

請し、その」に改め、同条に次のただし書を加える。 

  ただし、一時使用（機械式に限る。）における使用者はこの限りでない。 

 第１０条第１項各号列記以外の部分中「使用許可」を「使用の許可（以下「使

用許可」という。）」に改める。 

 第１２条及び第１３条を次のように改める。 

 （使用料の徴収方法） 

第１２条 市長は、一時使用（機械式を除く。）及び定期使用に係る使用料を使

用許可の際に、機械式の一時使用に係る使用料を駐車場から自転車を出庫さ

せる際に、それぞれ当該使用者から徴収する。 

 （使用料の減免） 

第１３条 市長は、次の各号に掲げる自転車が駐車するときは、当該各号に定

める使用料の額を減額し、又は免除することができる。 

 (1) 駐車場の管理業務に関わる自転車 全額 

 (2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けている者が定期使用する自転車 半額 

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

者が定期使用する自転車 半額 

 (4) 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の規

定により療育手帳の交付を受けている者が定期使用する自転車 半額 
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２ 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、

市長に申請し、その承認を受けなければならない。 

 第１７条を第１８条とし、第１４条から第１６条までを１条ずつ繰り下げ、

第１３条の次に次の１条を加える。 

 （使用料の還付） 

第１４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、定期使用に係る使用料に  

あっては、次の各号に掲げる区分に該当するときは、当該各号に定める使用

料の額を還付することができる。 

 (1) 定期使用をする者が、当該定期使用をする月の初日の前日までに、当該

定期使用の中止を申し出たとき 定期使用をしなかった月の全額 

 (2) 第１６条の規定により駐車場を使用することができなくなったと  

き 既納の使用料の額を３０日で除して得た額に、使用することができな

かった日数を乗じて得た額（１０円未満の端数があるときは、これを切り

上げた額） 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に

申請し、その承認を受けなければならない。 

 別表第１国分駅西第２自転車駐車場の項を削る。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１１条関係） 

区分 

 

種別 

屋根あり 屋根なし 

一時使用 定期使用 一時使用 定期使用 

 機械式  機械式 

自転車 150 円 100 円 2,100 円 150 円 100 円 1,500 円 

原動機付自転車 250 円 200 円 3,000 円 200 円 150 円 2,500 円 

  備考 

   １ 一時使用とは、１日（午前６時３０分から午後１０時３０分まで）

を単位とし、入場１回ごとの使用をいう。ただし、機械式にあっては、

午後１０時３０分から翌日の午後１０時３０分までを１日の単位と

する。 

   ２ 一時使用の場合で、１日を超えるものについては、超える日ごとに
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１回分の使用料を加算した金額を徴収する。 

   ３ 定期使用とは、１箇月（月の初日から末日まで）を単位とし、１台

分の使用をいう。 

   ４ 定期使用の場合で、月の途中から使用するものについては、１箇月

分の使用料を徴収する。 

   附 則 

 この条例は、令和元年７月１日から施行する。 
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議案第３５号 

 

   柏原市立サンヒルスポーツセンター条例の一部改正について 

 

 柏原市立サンヒルスポーツセンター条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

  令和元年６月３日提出 

 

 

                     柏原市長 冨 宅 正 浩   
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柏原市条例第  号 

 

   柏原市立サンヒルスポーツセンター条例の一部を改正する条例 

 

 柏原市立サンヒルスポーツセンター条例（平成２９年柏原市条例第８号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第２号中「使用許可」を「利用の許可」に改める。 

 第７条の見出し及び同条第１項中「使用」を「利用」に改める。 

 第８条中「使用」を「利用」に改める。 

 第９条第１項及び第２項中「使用」を「利用」に、「使用者」を「利用者」に

改める。 

 第１０条を次のように改める。 

 （利用料金） 

第１０条 スポーツセンターの施設利用に係る料金（以下「利用料金」という。） 

 は、指定管理者が自らの収入として収受するものとする。 

２ 利用者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるときに 

 利用料金を指定管理者に納めなければならない。 

 (1) 庭球場 第７条第１項の許可を受けたとき。 

 (2) 屋外プール 第７条第１項の許可を受けようとするとき。 

３ 利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で教育委員会の 

 承認を受けて定めるものとする。また、その額を変更するときも同様とする。 

 第１１条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条各号列記以外の

部分中「市長」を「指定管理者」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同条第

１号及び第２号中「使用」を「利用」に改める。 

 第１２条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条第１項各号列記

以外の部分中「市長」を「指定管理者」に、「使用料」を「利用料金」に改め、

同項第１号及び第２号中「使用」を「利用」に改め、同項第３号中「使用予定

日」を「利用予定日」に、「使用申請」を「利用申請」に改め、同条第２項中「使

用料」を「利用料金」に改め、「、」の次に「同項」を加える。 

 第１３条の見出し中「目的外使用等」を「目的外利用等」に改め、同条中「使
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用者」を「利用者」に、「使用」を「利用」に改める。 

 第１４条中「の施設又は附属器具に変更を加え、又は」を「に」に改める。 

 第１５条中「使用者」を「利用者」に改める。 

 別表中「第１０条第２項関係」を「第１０条第３項関係」に改め、同表の(1)

から(3)までの表中「使用料」を「利用料金」に改め、同表の備考第３項中「使

用時間」を「利用時間」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、令

和２年３月１日から施行する。 

 （使用料に関する特例） 

２ この条例による改正前の柏原市立サンヒルスポーツセンター条例（以下こ

の項及び次項において「旧条例」という。）の規定によりこの条例の施行の日

以後の庭球場の使用に係る許可を受けた者は、旧条例第１０条第１項第１号

の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後利用日当日までにこの条例に

よる改正後の柏原市立サンヒルスポーツセンター条例（次項において「新条

例」という。）第１０条第１項に規定する利用料金を指定管理者に納めるもの

とする。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日前に、旧条例の規定により行われた処分、手続その他

の行為は、新条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。 
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令和元年６月３日提出

　（地方債の補正）

第２条 地方債の補正は、「第２表地方債補正」による。

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

議案第３６号

　（歳入歳出予算の補正）

　２７，２２４，７１８千円とする。

令和元年度柏原市一般会計補正予算（第２号）

第１条　　

　令和元年度柏原市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９２，３５０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

2 地 方 譲 与 税 123,000 3,000 126,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 0 3,000 3,000

14 国 庫 支 出 金 3,951,501 160,703 4,112,204

1 国 庫 負 担 金 3,443,436 18,650 3,462,086

2 国 庫 補 助 金 490,995 142,053 633,048

15 府 支 出 金 1,683,435 9,325 1,692,760

1 府 負 担 金 1,163,222 9,325 1,172,547

19 諸 収 入 1,585,366 350,922 1,936,288

5 雑 入 985,472 350,922 1,336,394

20 市 債 3,524,800 68,400 3,593,200

1 市 債 3,524,800 68,400 3,593,200

26,632,368 592,350 27,224,718歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入
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2 総 務 費 3,904,550 524,689 4,429,239

1 総 務 管 理 費 3,215,195 524,689 3,739,884

3 民 生 費 11,494,829 51,673 11,546,502

1 社 会 福 祉 費 5,043,043 38,913 5,081,956

2 児 童 福 祉 費 4,356,719 12,760 4,369,479

7 土 木 費 2,611,011 4,000 2,615,011

2 道 路 橋 り ょ う 費 1,074,482 4,000 1,078,482

8 消 防 費 926,539 △ 24 926,515

1 消 防 費 926,539 △ 24 926,515

9 教 育 費 2,314,696 12,012 2,326,708

5 社 会 教 育 費 499,507 12,012 511,519

26,632,368 592,350 27,224,718歳　　出　　合　　計

　２　歳　　出 （単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表　地 方 債 補 正

１　変　　更

7,000

上 市 法 善 寺 線 整 備 事 業 債 185,100 202,900

（単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的
限　　　度　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

国 分 出 張 所 ブ ロ ッ ク 塀 安 全 対 策 事 業 債 6,900

小 学 校 ブ ロ ッ ク 塀 安 全 対 策 事 業 債 19,300 21,300

国 分 寺 大 橋 整 備 事 業 債 81,000 121,000

田 辺 旭 ヶ 丘 線 整 備 事 業 債 14,600 23,100
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令和元年度柏原市一般会計補正予算（第２号）説明書
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歳　　入

金　額

2 地方譲与税 123,000 3,000 126,000

3 森林環境譲 0 3,000 3,000

与税

1 森林環境譲 0 3,000 3,000

与税 1 森林環境譲与税 3,000 森林環境譲与税

節
説　　　　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）２　地方譲与税

　　（項）３　森林環境譲与税 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
区　　分
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金　額

14 国庫支出金 3,951,501 160,703 4,112,204

1 国庫負担金 3,443,436 18,650 3,462,086

1 民生費国庫 3,440,636 18,650 3,459,286

負担金 1 社会福祉費負担金 18,650 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）

金　額

2 国庫補助金 490,995 142,053 633,048

1 総務費国庫 63,499 129,293 192,792

補助金 1 総務管理費補助金 129,293 プレミアム付商品券事務費補助金

プレミアム付商品券事業費補助金

2 民生費国庫 98,504 12,760 111,264

補助金 2 児童福祉費補助金 12,760 子ども・子育て支援事業費補助金

節
説　　　　　明

区　　分

　　（項）２　国庫補助金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計

91,500

37,793

区　　分

（款）１４　国庫支出金

　　（項）１　国庫負担金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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金　額

15 府支出金 1,683,435 9,325 1,692,760

1 府負担金 1,163,222 9,325 1,172,547

1 民生費府負 1,161,822 9,325 1,171,147

担金 1 社会福祉費負担金 9,325 低所得者保険料軽減負担金（介護保険分）

金　額

19 諸収入 1,585,366 350,922 1,936,288

5 雑入 985,472 350,922 1,336,394

2 雑入 984,773 350,922 1,335,695

1 雑入 350,922 プレミアム付商品券販売収入

コミュニティ助成事業助成金

その他雑入

計
節

説　　　　　明
区　　分

12,300

△ 27,378

（款）１９　諸収入

　　（項）５　雑入 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額

区　　分

366,000

（款）１５　府支出金

　　（項）１　府負担金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
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金　額

20 市債 3,524,800 68,400 3,593,200

1 市債 3,524,800 68,400 3,593,200

1 総務債 1,273,600 100 1,273,700

1 総務管理債 100

3 土木債 288,300 66,300 354,600

1 道路橋りょう債 57,800 上市法善寺線整備事業債

国分寺大橋整備事業債

2 都市計画債 8,500 田辺旭ヶ丘線整備事業債

4 教育債 160,400 2,000 162,400

1 小学校債 2,000 小学校ブロック塀安全対策事業債

（款）２０　市債

　　（項）１　市債 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

国分出張所ブロック塀安全対策事業債

17,800

40,000
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

2 総務費 3,904,550 524,689 4,429,239 497,193 27,496

1 総務管理費 3,215,195 524,689 3,739,884 497,193 27,496

4 財産管理費 273,616 27,496 301,112 27,496

13 委託料 7,041 2 サンヒル柏原施設管理費

15 工事請負費 20,455 　　特定建築物調査等報 883

  　告業務委託料

7 サンヒル柏原施設整備事業

　　空調設備更新工事設 6,158

　　計業務委託料

　　屋上防水改修工事 20,455

　　（図面番号　１）

7 自治振興費 59,085 1,900 60,985 その他

1,900 19 負担金、補 1,900 1 自治振興事業

助及び交付 　　コミュニティ助成事業補助金

金

（款）２　総務費

　　（項）１　総務管理費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分
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特定財源 一般財源 金　額

13 プレミアム 41,800 495,293 537,093 国庫支出金

付商品券事 129,293 12 役務費 4,072 1 プレミアム付商品券事業

業費 その他 13 委託料 491,221 　　通信運搬費 4,072

366,000 　　プレミアム付商品券 491,221

　　業務委託料

補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

（単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額
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特定財源 一般財源 金　額

3 民生費 11,494,829 51,673 11,546,502 40,735 10,938

1 社会福祉費 5,043,043 38,913 5,081,956 27,975 10,938

2 障害福祉費 55,589 581 56,170 581

13 委託料 581 1 障害福祉推進事業

　　データ連携業務委託料

10 介護保険福 983,436 38,332 1,021,768 国庫支出金 10,357

祉費 18,650 28 繰出金 38,332 2 介護保険事業会計繰出金

府支出金 　　介護保険事業会計繰 1,032

9,325 　　出金

　　低所得者保険料軽減 37,300

　　繰出金

補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

（款）３　民生費

　　（項）１　社会福祉費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額
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特定財源 一般財源 金　額

2 児童福祉費 4,356,719 12,760 4,369,479 12,760

1 児童福祉総 315,795 12,760 328,555 国庫支出金

務費 12,760 13 委託料 12,760 2 こども育成課事務費

　　保育システム改修業務委託料

　　

　　（項）２　児童福祉費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分
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特定財源 一般財源 金　額

7 土木費 2,611,011 4,000 2,615,011 4,000

2 道路橋りょ 1,074,482 4,000 1,078,482 4,000

う費

5 交通対策費 181,232 4,000 185,232 4,000

19 負担金、補 4,000 2 自転車自動車駐車場施設管理費

助及び交付 　　国分駅西第２自転車駐車場撤

金 　　去工事負担金

　　（図面番号　２）

補正額 計
補正額の財源内訳 節

説　　　　　明
区　　分

（款）７　土木費

　　（項）２　道路橋りょう費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額
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特定財源 一般財源 金　額

8 消防費 926,539 △ 24 926,515 △ 24

1 消防費 926,539 △ 24 926,515 △ 24

1 常備消防費 880,632 △ 24 880,608 △ 24

19 負担金、補 △ 24 2 柏羽藤消防組合負担金

助及び交付

金

特定財源 一般財源 金　額

9 教育費 2,314,696 12,012 2,326,708 10,000 2,012

5 社会教育費 499,507 12,012 511,519 10,000 2,012

6 図書館費 138,257 12,012 150,269 その他 2,012

10,000 18 備品購入費 12,012 2 図書館運営費

　　機械器具費

（款）８　消防費

　　（項）１　消防費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額

補正額の財源内訳 節

補正額の財源内訳 節
説　　　　　明

区　　分

説　　　　　明
区　　分

計

（款）９　教育費

　　（項）５　社会教育費 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
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令和元年６月３日提出

柏 原 市 長 　冨 　宅 　正 　浩

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，８９３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出

　予算補正」による。

議案第３７号

　（歳入歳出予算の補正）

　６，５７３，３４４千円とする。

令和元年度柏原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

第１条　　

　令和元年度柏原市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
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第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

1 保 険 料 1,507,610 △ 37,300 1,470,310

1 介 護 保 険 料 1,507,610 △ 37,300 1,470,310

2 国 庫 支 出 金 1,476,785 1,861 1,478,646

2 国 庫 補 助 金 365,853 1,861 367,714

6 繰 入 金 982,837 38,332 1,021,169

1 一 般 会 計 繰 入 金 982,836 38,332 1,021,168

6,570,451 2,893 6,573,344

1 総 務 費 164,296 2,893 167,189

1 総 務 管 理 費 119,389 2,893 122,282

6,570,451 2,893 6,573,344

歳　　入　　合　　計

補 正 額補 正 前 の 額

（単位：千円）

款 項 計

　１　歳　　入

歳　　出　　合　　計

（単位：千円）

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

　２　歳　　出
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令和元年度柏原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）説明書
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歳　　入

金　額

1 保険料 1,507,610 △ 37,300 1,470,310

1 介護保険料 1,507,610 △ 37,300 1,470,310

1 第１号被保 1,507,610 △ 37,300 1,470,310

険者保険料 1 現年度分特別徴収 △ 34,316 現年度分特別徴収保険料

保険料

2 現年度分普通徴収 △ 2,984 現年度分普通徴収保険料

保険料

区　　分

歳入歳出補正予算事項別明細書

（款）１　保険料

　　（項）１　介護保険料 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明

73



金　額

2 国庫支出金 1,476,785 1,861 1,478,646

2 国庫補助金 365,853 1,861 367,714

4 介護保険事 0 1,861 1,861

業費補助金 1 介護保険事業費補 1,861

助金 補助金

（款）２　国庫支出金

　　（項）２　国庫補助金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分

介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費
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金　額

6 繰入金 982,837 38,332 1,021,169

1 一般会計繰 982,836 38,332 1,021,168

入金

4 その他一般 164,439 1,032 165,471

会計繰入金 1 職員給与費等繰入 1,032 職員給与費等繰入金

金

5 低所得者保 16,007 37,300 53,307

険料軽減繰 1 低所得者保険料軽 37,300 低所得者保険料軽減繰入金

入金 減繰入金

（款）６　繰入金

　　（項）１　一般会計繰入金 （単位：千円）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
節

説　　　　　明
区　　分
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歳　　出

特定財源 一般財源 金　額

1 総務費 164,296 2,893 167,189 1,861 1,032

1 総務管理費 119,389 2,893 122,282 1,861 1,032

1 一般管理費 119,338 2,893 122,231 国庫支出金 1,032

1,861 1 報酬 187 1 一般管理費

13 委託料 2,706 　　認定調査嘱託職員報 187

　　酬

　　介護報酬改定等に伴 2,706

　　うシステム改修業務

　　委託料

補正額の財源内訳 節

（単位：千円）

（款）１　総務費

　　（項）１　総務管理費

款　　項　　目 補正前の額 説　　　　　明
区　　分

補正額 計

76


	①表紙
	②目次
	③報告第　５号　専決処分報告について（柏原市市税条例等の一部改正について）
	④報告第　６号　専決処分報告について（平成３０年度一般会計補正第１２号）
	⑤報告第　６号　専決第６号平成３０年度柏原市一般会計補正予算（第１２号）
	⑥報告第　７号　専決処分報告について（令和元年度国保特会補正第１号）
	⑦報告第　７号　令和元年度国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）
	⑧報告第　８号　平成３０年度柏原市一般会計予算の繰越明許費繰越計算報告について
	⑨報告第　８号　平成３０年度柏原市一般会計予算繰越明許費繰越計算書
	⑩報告第　９号　平成３０年度柏原市水道事業会計予算の繰越しについて
	⑪報告第　９号　平成３０年度柏原市水道事業会計繰越計算書
	⑫報告第１０号　平成３０年度柏原市下水道事業会計予算の繰越しについて
	⑬報告第１０号　平成３０年度柏原市下水道事業会計繰越計算書
	⑭議案第２９号　人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
	⑮議案第３０号　柏原市市税条例等の一部改正について
	⑯議案第３１号　柏原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について
	⑰議案第３２号　柏原市介護保険条例の一部改正について
	⑱議案第３３号　柏原市消費生活センター条例の一部改正について
	⑲議案第３４号　柏原市自転車駐車場条例の一部改正について
	⑳議案第３５号　柏原市立サンヒルスポーツセンター条例の一部改正について
	㉑議案第３６号　令和元年度柏原市一般会計補正予算（第２号）
	㉒議案第３７号　令和元年度柏原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）



